
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
受
領

答

弁

第

一

九

九

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
九
九
号

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
会
議
員
の
歳
費
の
あ
り
方
等
に
係
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
会
議
員
の
歳
費
の
あ
り
方
等
に
係
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

第
四
十
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
は
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
八
月
分
の
歳
費
を
受
け

た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

国
会
議
員
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
任
期
が
開
始
す
る
当
月
分
か
ら
歳
費
を
受
け
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。
ま
た
、
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
期
満
限
の
場
合
に
は
、
そ
の
当
月
分
ま
で
の
歳
費
を
受
け
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

五
に
つ
い
て

国
会
議
員
の
歳
費
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
国
会
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
く
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。


